
第２号様式（実施要領第６条第２項）

制限付き一般競争入札の実施について

　制限付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令第１６７条の６の規定により、次のとおり

公告します。

８ 年 ４ 月 ２７ 日

印旛郡市広域市町村圏事務組合

管　理　者　　　北　村　新　司

１   制限付き一般競争入札に付する事項

(1) －

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) 　現行システムに代わるグループウエアシステム等の構築及び保守

業務を委託し、セキュリティ面において安全なシステムにより運用する

ことを図る。

(7) 予定月数に基づく総額の予定価格(消費税及び地方消費税の額を含む)

　金　 円 (入札書比較価格 円）

ア 構築業務委託料

金 円 (税抜額 円）

イ 賃貸借料

金 円 (税抜額 円）

（１箇月当たり 円 (税抜額 円）

(8) 無

２   入札参加者に必要な資格に関する事項

(1)  令和６・７年度印旛郡市広域市町村圏事務組合建設工事等入札参加資格者名簿(資材・

その他)に登載されている者。

3,768,000

78,500

予 定 価 格

番 号

最低制限価格

6,740,800

2,596,000 2,360,000

4,144,800

86,350

6,128,000

令和

場 所

期 間

事 業 概 要

千葉県佐倉市宮小路町12番地 他２箇所

契約日から令和12年11月30日まで

資材・その他

印旛郡市広域市町村圏事務組合グループウエアシステム構築業務委
託及び賃貸借

業 種

件 名

ただし、契約日から令和8年11月30日までは構築期間、令和8年12月1
日から令和12年11月30日までを賃貸借期間とする。



(2)  地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次の各号に該当しない者でなければ

　ならない。

ア　手形交換所による取引停止処分を受けた日から２年間を経過しない者又は開札前

　６か月以内に手形、小切手を不渡りした者。

イ　会社更生法（平成14年法律第154号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所

　からの更正手続開始決定がされていない者。

ウ　民事再生法（平成11年法律第225号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所

　からの再生計画決定がされていない者。

(3)  印旛郡市広域市町村圏事務組合水道用水供給事業建設工事請負業者等指名停止措

　置要領に基づく指名停止又は、法令等に基づく営業停止を本公告日から開札日までの間、

　受けていない者でなければならない。

(4)　印旛郡市広域市町村圏事務組合水道用水供給事業入札参加資格審査委員会の意見

　により設定された資格要件を有する者でなければならない。

(5) その他、発注案件ごとに設定する資格要件

　ア　資格者名簿における当該工事の等級 －

　イ　専任配置予定の技術者等の有無 無

　ウ　法令等による免許要件 無

　エ　同種工事等の実績要件 無

　オ　参加業者の地域要件 無

　カ　その他の要件 資格者名簿の希望営業品目にシステム開発

の品目を登録している者

３   入札方法

　制限付き一般競争入札　[郵便入札(配達日指定)]

４   郵送方法

(1) 書留郵便・簡易書留郵便・特定記録郵便のいずれかの方法

による配達日指定郵便。

(2) 令和８年５月18日（月）

(3) 〒285-8533

千葉県佐倉市宮小路町12番地

印旛郡市広域市町村圏事務組合　事務局

(4) 制限付き一般競争入札（事後審査型）の手引きを参照して、封筒を

作成すること。

郵 便 方 法

配 達 指 定 日

配 達 先

そ の 他



５   入札への参加

当該入札に参加を希望する者は下記のとおり書類を提出すること。

(1) ①一般競争入札参加申請書（第４号様式）　２部

　（受付印を押印の上、１部を返却する）

②誓約書（郵便入札約款別記第３号様式）　１部

(2) 印旛郡市広域市町村圏事務組合　事務局管理課

（千葉県佐倉市宮小路町12番地）

問い合わせ先　ＴＥＬ　043－485－0397

(3) 持参のみ

(4) 申請期間　令和８年４月28日（火）から令和８年５月８日（金）まで

受付時間　午前９時から午後５時まで

※閉庁日を除く

６   設計図書等の配付

　設計図書等の配付は下記のとおりとする。なお、設計図書等の配付を受けていない者は当該

入札に参加することができない。

(1) 令和８年４月28日（火）から令和８年５月８日（金）まで

午前９時から午後５時まで ※閉庁日を除く

(2) 印旛郡市広域市町村圏事務組合　事務局管理課

（千葉県佐倉市宮小路町12番地）

(3) 空CD-Rと設計図書等データ入りCD-Rとの交換により配付

(4) 一般競争入札参加申請書を提出した者にのみ配付

※配布枚数が複数枚になる場合があるため、CD-Rは数枚用意すること。

７   設計図書等の縦覧

  設計図書等の縦覧は行わない。

８   設計図書等に関する質問

  設計図書等の配付を受けた者は、当該設計図書等の内容について、質問書（第３号様式）に

より下記のとおり質問することができる。

(1) 令和８年５月11日（月）午後５時まで ※閉庁日を除く

(2) 印旛郡市広域市町村圏事務組合　事務局管理課

（千葉県佐倉市宮小路町12番地）

ＦＡＸ　043-486-5116

(3) ファクシミリによる提出

提 出 先

提 出 方 法

そ の 他

提 出 期 限

提 出 先

提 出 方 法

配 付 方 法

そ の 他

提 出 書 類

配 付 期 間

配 付 場 所



９   質問に対する回答

質問書により質問があった場合には、以下のとおり回答する。

(1) 令和８年５月12日（火）午後５時までに回答

(2) ファクシミリにより一般競争入札参加申請書を提出した全者へ回答

(3) 無

10   入札日（配達指定日）

令和８年５月18日（月）

11   入札書類

(1) 入札書（郵便入札約款別記第１号様式） 及び 入札金額付表

(2) 入札金額

ア　入札金額は、消費税及び地方消費税課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

　ず、税抜きの構築業務委託料と賃借料は入札金額付表に記載した税抜きの月額単価を

  設計図書に記載された予定月数で乗じて算出した合算額を記載すること。

イ　入札金額付表には、作成日、あて先、住所、商号又は名称、代表者の職氏名、件名

　（事業名）、場所（事業場所）を明記するとともに、１月当たりの税抜き月額単価及びその

　単価に設計図書に記載された予定月数を乗じて算出した総額を記載すること。

ウ　入札書に記載の入札金額と入札金額付表の総額は、必ず一致すること。

(3) 提出部数　　１部

(4) 提出方法　　必要事項を記載した封筒に入札書と入札金額付表を同封し提出すること。

以下の入札書等は、いかなる理由があっても受理しない。

・持参した入札書等

・配達指定日以外の日に届いた入札書等

・指定配達先以外に届いた入札書等

・指定した郵送方法以外の方法で届いた入札書等

12   事前確認

  以下のいずれかに該当するものであることを開札前に確認した者は、当該入札の参加を無効

とする。

(1) 資格要件を満たしていないことが明らかな者

(2) 入札参加申請書類に必要事項を記載していない者

(3) 設計図書等の配付を受けていない者

※なお、上記の理由により当該入札の参加を無効とされた者は、通知を受けてから７日以内

（閉庁日を除く)に管理者宛に書面をもって理由の説明を求めることができる。

　この場合において管理者は当該書面を受理した日から３日以内（閉庁日を除く)に書面を

もって回答する。

そ の 他

回 答 日

回 答 方 法



13   開札日

開札の日時、場所は以下のとおりとする。

(1) 令和８年５月19日（火） 午前10時

(2) 印旛郡市広域市町村圏事務組合水道企業部庁舎会議室

（千葉県佐倉市宮小路町12番地）

14   開札立会人

(1) 開札立会人は入札参加者をもって充てる。

(2) 入札参加者は立会を辞退することができる。この場合、立会人が１人もいない時は、当該

入札事務に関係の無い職員を立会人とする。

15   入札の辞退

(1) 入札を辞退する場合は開札日の前日までに入札辞退届(郵便入札約款別記第４号様式)

を直接又は郵送により提出すること。

(2) 一旦提出された入札辞退届は、撤回することができないものとする。

(3) 入札を辞退した者は、これを理由として、辞退以後、不利益な扱いを受けることはない。

16   契約

(1) 入札保証金

印旛郡市広域市町村圏事務組合規則の規定の準用に関する規則第２条の規定により準用 

する佐倉市財務規則第131条第1項の規定により、見積る契約金額の100分の５以上の入札

保証金を納めなければならない。

ただし、同条第１項第１号又は第２号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除する。

同条第１項第１号又は第２号のいずれかの規定により入札保証金を免除されたものが正当

な理由なく契約を締結しないときは、同条第２項の規定により、落札価格の100分の５に相当

する額の違約金を徴収する。

(2) 契約保証金

印旛郡市広域市町村圏事務組合規則の規定の準用に関する規則第２条の規定により準用

する佐倉市財務規則第147条第１項の規定により、契約金額の100分の10以上の契約保証

金を納めなければならない。

ただし、同条第４項第１号から第３号に該当するときは、契約保証金を免除する。

(3) 支払方法

ア 構築業務委託料 ： 完了払いとする

イ 賃借料 ： 月払いとする

場 所

日 時



17   留意事項

　この公告に記載する事項以外の事項については、印旛郡市広域市町村圏事務組合制限付き

一般競争入札（事後審査型）実施要領及び印旛郡市広域市町村圏事務組合郵便入札約款の

とおりとする

18   問い合わせ先

印旛郡市広域市町村圏事務組合 事務局管理課

ＴＥＬ　043-485-0397


